
 

令和２年高島市教育委員会 
第 ３ 回 臨 時 会 議 事 日 程 

 

日 時  令和２年３月３１日（火） 

午前１１時００分 

                 場 所  高島市役所 新館２階 教育委員会室 

 

 

１．教育長あいさつ 

 

 

２．会議録署名委員の指名 

 

         委員      委員 

 

 

３．議事 

日程第１  議第１０号 高島市教育委員会事務局職員等の人事について 

 

日程第２  議第１１号 高島市社会教育委員の委嘱について 

 

日程第３  議第１２号 高島市公民館運営審議会委員の委嘱について 

 

日程第４  議第１３号 高島市立公民館職員の任命について 

 

日程第５  議第１４号 高島市立学校産業医の委嘱について 

 

日程第６  議第１５号 高島市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 

日程第７  議第１６号 高島市教育委員会会議規則の全部を改正する規則案 

 

日程第８  議第１７号 高島市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則案 

 

日程第９  議第１８号 高島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する 

規則案 

 



 

日程第１０ 議第１９号 高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の 

一部を改正する規則案 

 

日程第１１ 議第２０号 高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

 

日程第１２ 議第２１号 高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正 

する規則案 

 

日程第１３ 議第２２号 高島市教育支援委員会規則の一部を改正する規則案 

 

日程第１４ 議第２３号 高島市教科用図書選定委員会規則の一部を改正する 

規則案 

 

日程第１５ 議第２４号 高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則の一部 

を改正する規則案 

 

日程第１６ 議第２５号 高島市立学校結核対策委員会規則の一部を改正する 

規則案 

 

日程第１７ 議第２６号 高島市社会教育指導員設置等に関する規則の一部を 

改正する規則案 

 

日程第１８ 議第２７号 高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規 

則の一部を改正する規則案 

 

日程第１９ 議第２８号 高島市高島しゃくなげ運動公園の管理運営に関する 

規則を廃止する規則案 

 

日程第２０ 議第２９号 高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する 

規則の一部を改正する規則案 

 

日程第２１ 議第３０号 高島市教育委員会請願等処理規程を廃止する訓令案 

 

日程第２２ 議第３１号 高島市教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正 

する訓令案 

 



 

日程第２３ 議第３２号 高島市高島歴史民俗資料館に勤務する職員の服務規 

            程を廃止する訓令案 

 

日程第２４ 議第３３号 高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱の一部 

を改正する告示案 

 

日程第２５ 議第３４号 高島市立学校跡地利用検討委員会設置要綱を廃止す 

る告示案 

 

日程第２６ 議第３５号 高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱 

の一部を改正する告示案 

 

日程第２７ 議第３６号 高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の一部を 

改正する告示案 

 

日程第２８ 議第３７号 近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえも 

ん君」着ぐるみ貸出要綱の一部を改正する告示案 

 

日程第２９ 議第３８号 朽木池の沢庭園整備基本計画検討委員会設置要綱を 

廃止する告示案 

 

日程第３０ 議第３９号 清水山城館跡保存活用計画策定委員会設置要綱を廃 

止する告示案 

 

 

４．報告事項 

報告第４号 令和２年度高島市小中学校教職員人事異動内示について 

 

  報告第５号 令和２年度高島市立幼稚園学校評議員の委嘱について 

 

  報告第６号 高島市学校施設長寿命化計画の策定について 

 

 

５．今後の日程 
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議第１１号 

高島市社会教育委員の委嘱について 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   
 

高島市社会教育委員の委嘱について 
 
 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第１５条第２項および高島市社会

教育委員設置条例（平成１７年高島市条例第１１８号）第２条第２項の規定に

より、高島市社会教育委員に次の者を委嘱することにつき、議決を求める。 
 

記 

 
別紙のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

氏   名 新･再任の別
（経験年数）

地　域 所　属　等

中川
なかがわ

　知香
  ちか 再　任

（４）
マキノ

元マキノ地域まちづくり委員
元マキノ地域審議会委員

白石
しらいし

　剛
たけし

新　任 マキノ
高島市文化協会マキノ支部長
湖西合唱協会会長

小林
こば やし

　忠
た だ

伸
の り 再　任

（１０）
今津

元中学校校長
滋賀県立大学非常勤講師

杉嶋
すぎしま

　郁夫
いくお 再　任

（４）
今津

今津青少年育成学区民会議会長
「たかしま子どもフェスティバル」
実行委員会委員長

多胡
  たご

 伊
　い

久
　く

男
お 再　任

（６）
安曇川

元安曇川地域審議会委員
元（公財）ひばり支配人
元民生委員児童委員

白井
しらい

　恭子
きょうこ

新　任 安曇川
元小学校教諭
民生委員児童委員

井上
い のう え

　修三
しゅうぞう 再　任

（１０）
高島

高島地域体育振興会理事
民生委員児童委員

泉
いずみ

　婦美子
ふ み こ 再　任

（８）
朽木 元民生委員児童委員

髙
たか

橋
は し

　敏枝
と し え 再　任

（１０）
新旭

元新旭まちづくり委員会委員
ガールスカウト指導者

桒原
く わ はら

　和恵
か ず え 再　任

（２）
新旭 元小学校校長

   任期：令和２年４月１日から令和４年３月３１日

  高島市社会教育委員

 
 

 

 

 

 

 



 

議第１２号 

高島市公民館運営審議会委員の委嘱について 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   
 

高島市公民館運営審議会委員の委嘱について 
 
 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第３０条第１項および高島市立公

民館の設置および管理に関する条例（平成１７年高島市条例第１２０号）第６

条第１項の規定により、高島市公民館運営審議会委員に次の者を委嘱すること

につき、議決を求める。 
 

記 

 
別紙のとおり 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

氏名
新･再任の別
（経験年数）

地　域 所　属　等

峯森
みねもり

　清
きよ

嗣
つぐ 再任

（２）
マキノ

元高島市役所職員
元森西区長

山田
やまだ

　一夫
かずお

新任 マキノ
Enjoyマキノ事務局長
元小学校教諭
元マロンガーデン自治会長

河原田
かわはらだ

　守
まもる 再任

（４）
今津

郵便局職員
元高島郡青年団連絡協議会長

飯田
いいだ

　清
きよ

孝
たか 再任

（２）
今津

元高島市役所職員
元びわ湖高島観光協会事務局長

藤井
ふじい

　長紀
ながのり 再任

（６）
朽木

元ＰＴＡ会長
元滋賀県青年団連合会長

藤澤
ふじさわ

　冨佐江
ふさえ

新任 朽木
小学校講師
元小学校教諭

万木
ゆる ぎ

　嘉
か

藏
ぞう 再任

（２）
安曇川

元高島市役所職員
元新旭公民館長

竹原
たけはら

　篤
あつし

新任 安曇川
藤波こども園長
元小学校長

中村
なかむら

　眞奈美
まなみ 再任

（４）
高島

地域学校協働活動推進員
民生委員児童委員

田中
たなか

　文子
あやこ 再任

（２）
高島

音楽療法士
元中学校教諭

伊庭
いば

　郁夫
いくお

新任 新旭
人権擁護委員
学校運営協議会委員
元小学校教頭

　　任期：令和２年４月１日から令和４年３月３１日まで

高島市公民館運営審議会委員

 
 

 

 

 

 

 

 



 

議第１３号 

 高島市立公民館職員の任命について 

 上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

                    高島市教育委員会 

                     教育長 上 原 重 治 

                                   
 
   高島市立公民館職員の任命について 
 
 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第２８条の規定により、次の者を

公民館職員に任命することにつき、議決を求める。 
 
                記 
 
 別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

       令和２年度　公民館職員名簿

中川　和彦 参与 新任

岡本　里子 社会教育指導員 再任

狩野　之彦 社会教育指導員 再任

水谷　裕之 参与 再任

廣田　恵里子 社会教育指導員 再任

石田　与志雄 社会教育指導員 再任

奥村　純子 社会教育指導員 再任 今津浜分コミュニティセンター

俣野　吉治 参与 再任

奥田　とし子 社会教育指導員 再任

吉澤　淳子 社会教育指導員 新任

大岡　重和 参与 再任

馬場　ますみ 社会教育指導員 再任

横木　実 社会教育指導員 再任

早藤　章子 社会教育指導員 再任 安曇川世代交流センター

榎並谷　聖子 社会教育指導員 新任 安曇川世代交流センター

高木　淳 参与 再任

田中　孝夫 社会教育指導員 再任

久保田　広志 社会教育指導員 再任

饗庭　正昭 参与 新任

井上　悦子 社会教育指導員 再任

上原　則子 社会教育指導員 再任

橋爪　健司 公民館管理人 再任 安曇川公民館

曽根　清 公民館管理人（夜間） 再任 マキノ公民館

西村　勇夫 公民館管理人（夜間） 再任 マキノ公民館

蔵田　はるみ 公民館管理人（夜間） 再任 今津公民館

川島　博明 公民館管理人（夜間） 再任 朽木公民館

石田　喜隆 公民館管理人（夜間） 再任 安曇川公民館

井上　正男 公民館管理人（夜間） 再任 安曇川世代交流センター

射庭　啓造 公民館管理人（夜間） 再任 高島公民館

松田　博文 公民館管理人（夜間） 再任 新旭公民館

橋本　稔 公民館管理人（夜間） 再任 新旭公民館

高島公民館

新旭公民館

公民館等管理人

備考

マキノ公民館

今津公民館

朽木公民館

安曇川公民館

氏名所属 職　　名
新任
再任

 



 

議第１４号 

高島市立学校産業医の委嘱について 

 上記の議案を提出する。 

令和２年３月３１日 

                    高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

                                   

 
高島市立学校産業医の委嘱について 

 
労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第１３条第１項の規定により、

高島市立学校産業医に次の者を委嘱することにつき、議決を求める。 
 

記 

 
令和２年度高島市立学校産業医 
 

区   分 氏  名 所  属  等 備考 

産業医 本多 朋仁 本多医院 開業医  
 
 

任期 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

議第１５号 

高島市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

上記の議案を提出する。 

 令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治 

 

 

高島市学校給食運営委員会委員の委嘱について 

 

高島市学校給食共同調理場設置条例（平成１７年高島市条例１１６号）第４

条第２項の規定により、高島市学校給食運営委員会委員に次の者を委嘱するこ

とにつき、議決を求める。 

 

記 

 
  別紙のとおり 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

別紙 

委員の区分 所 属 等 氏 名 

１号委員 

小中学校・幼稚園の 

校（園）長 

マキノ東小学校 藤田 善弘 

今津中学校 伊吹 美喜夫 

朽木中学校 澤  悦弘 

安曇小学校 中村 久昭 

新旭北小学校 尾中 一彦 

２号委員 

小中学校・幼稚園の 

保護者代表 

マキノ西小学校 杉本 恵子 

今津北小学校 松本 房代 

青柳小学校 河村 友紀子 

高島中学校 伊庭 香菜子 

湖西中学校 堤  祥晃 

３号委員 

公益を代表する者 

高島市農業委員会 谷口 純江 

高島市民生委員児童委員 

協議会連合会 
平井 登志枝 

高島市健康推進員協議会 万木 絹子 

  

任期 令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで 

 

 

 

 



 

議案番号 例規区分 名　　　　　称 改正区分 改正の趣旨・概要

議第16号 高島市教育委員会会議規則 全部改正 規定事項、規定順序を整理するとともに、請願の取り扱いの規定を追加するもの

議第17号 高島市教育委員会傍聴規則 一部改正 傍聴人の退場の規定について、内容の整理を行うもの

議第18号 高島市教育委員会事務局組織規則 一部改正 国民スポーツ大会開催準備室の設置と分掌事務の追加、その他所要の字句改正等を行うもの

議第19号 高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則 一部改正 教育長に委任できない事項の整理と字句修正を行うほか、教育長が臨時代理した場合における承認規定を追加するもの

議第20号 高島市教育委員会公印規則 一部改正 事務所内の公印保管者を統一し公印管理の適正化を図るため、教育研究所長印の保管者を所長から教育総務課長に変更するもの

議第21号 高島市立学校学校運営協議会設置規則 一部改正 引用している法律の公布年・法律番号を明記できていなかったため追加するもの

議第22号 高島市教育支援委員会規則 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第23号 高島市教科用図書選定委員会規則 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第24号 高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第25号 高島市立学校結核対策委員会規則 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第26号 高島市社会教育指導員設置等に関する規則 一部改正 会計年度任用職員制度の施行に伴い、関係条項を改めるもの

議第27号 高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則 一部改正 引用している条項にずれが生じているため改めるもの

議第28号 高島市高島しゃくなげ運動公園の管理運営に関する規則 廃止 すでに廃止されている高島しゃくなげ運動公園の管理運営規則が廃止できていなかったため廃止するもの

議第29号 高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則 一部改正 引用している条項にずれが生じているため改めるもの

議第30号 高島市教育委員会請願等処理規程 廃止 会議規則で規定するため廃止するもの

議第31号 高島市教育委員会事務局職員服務規程 一部改正 引用している条例の条項にずれが生じているため改めるもの

議第32号 高島市高島歴史民俗資料館に勤務する職員の服務規程 廃止 施設に正規職員の配置がないことから廃止するもの

議第33号 高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱 一部改正 所掌事務の表記を整理し、任期を委嘱の日から点検評価完了の日までに改めるもの

議第34号 高島市立学校跡地利用検討委員会設置要綱 廃止 対象となる３校について、すべて提言書の提出も完了していることから廃止するもの

議第35号 高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱 一部改正 第１条の目的規定を設置規定に改めるほか、所要の字句修正を行うもの

議第36号 高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第37号 近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ貸出要綱 一部改正 一部字句修正を行うもの

議第38号 朽木池の沢庭園整備基本計画検討委員会設置要綱 廃止 平成27年度に基本計画策定済みのため廃止するもの

議第39号 清水山城館跡保存活用計画策定委員会設置要綱 廃止 平成30年度に保存活用計画策定済みのため廃止するもの

規則

訓令

告示

議第１６号～議第３９号　規則・訓令・告示案一覧表

 



議第１６号 

 高島市教育委員会会議規則の全部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会会議規則 
 
 高島市教育委員会会議規則（平成１７年高島市教育委員会規則第２号）の

全部を改正する。 
（趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１

年法律第１６２号。以下「法」という。）第１６条の規定に基づき、他に定

めがあるもののほか、高島市教育委員会（以下「委員会」という。）の会議

その他委員会の議事の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。 
（会議の種類） 

第２条 委員会の会議（以下「会議」という。）は、定例会および臨時会とす

る。 
２ 定例会は、毎月１回、定例的に招集する会議とする。 
３ 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、または法第１４条第２項に定め

るところにより会議の招集があったときに招集する会議とする。 
４ 定例会および臨時会の会期は、１日とする。ただし、委員会は、議決に

よりこれを延長することができる。 
（会議の招集等） 

第３条 教育長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所およ

び会議に付すべき事件を、あらかじめ委員に通知しなければならない。 
２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、会議の招集後において必要と認め

たときは、会議において議案を変更し、または追加することができる。 
第４条 委員は、会議の招集の当日、指定の時刻までに指定の場所に参集し

なければならない。 



２ 委員は、定刻までに参集できないとき、または招集に応じることができ

ないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。 
（開会等の宣告） 

第５条 会議の開会、休憩および閉会は、教育長がこれを宣告する。 
（会議の順序） 

第６条 会議は、おおむね次の順序で行う。 
⑴ 開会 
⑵ 前回の会議録の承認 
⑶ 会議録の署名委員の指名 

⑷ 議事 

⑸ 報告 

⑹ その他 

⑺ 閉会 

（職員の出席） 
第７条 教育長は、必要に応じて職員を会議に出席させることができる。 

（動議の提出） 
第８条 委員は、動議を提出することができる。 
２ 教育長は、動議が提出されたときは、会議に諮ってこれを議題としなけ

ればならない。 
（発言） 

第９条 動議を提出し、または討論しようとする者は、教育長の許可を得て

発言しなければならない。 
２ 教育長は、２人以上の委員が発言を求めたときは、先に発言したと認め

た者を指名して発言させるものとする。 
（発言の制限） 

第１０条 委員は、１議題の審議中は、他の議題について発言することがで

きないものとする。 
（関係者の出席） 

第１１条 教育長は、必要があると認めるときは、関係者を会議に出席させ、

説明または意見を求めることができる。 
（採決） 

第１２条 教育長は、議題について論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮

って採決しなければならない。 
 （採決の方法） 
第１３条 教育長は、委員の賛否の意見を求めて採決する。 
２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、会議



に諮って記名または無記名の投票によって採決することができる。 
（採決の順序） 

第１４条 修正の動議は、原案に先立って採決する。 
２ 同一の議題について修正の動議が複数あるときは、原案に最も遠いもの

から順次採決する。 
（会議を非公開とすることができる事件） 

第１５条 法第１４条第７項ただし書に定めるところにより会議を公開しな

いことができる事件は、次に掲げるものとする。 
⑴ 人事に関する事件 
⑵ 訴訟および審査請求に関する事件 
⑶ 個人の権利利益が害されるおそれのある事件 
⑷ 教育に関する事務について定める議会の議決を経るべき事件の議案に

対する意見の申出に関する事件 
⑸ 前各号に掲げるもののほか、会議を公開することにより教育行政の公

正または円滑な運営に支障を来すおそれのある事件 
（会議録） 

第１６条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。 
２ 会議録には、次に掲げる事項を記載するものとする。 

⑴ 開会および閉会に関する事項 
⑵ 教育長および出席委員の氏名 
⑶ 教育長および委員を除くほか、会議に出席した者の氏名 
⑷ 議題および議事の要旨 
⑸ 議題となった発議および発議者の氏名 
⑹ 質問または討論した者の氏名およびその要旨 
⑺ 議決事項 
⑻ 報告およびこれに関する質疑の要旨 
⑼ その他教育長または会議において必要と認めた事項 

３ 委員は、会議録に記載した事項に関して異議があるときは、教育長にそ

の旨を述べるものとし、教育長は、この採否を会議に諮って決定するもの

とする。 
（請願） 

第１７条 委員会に請願をしようとする者（以下「請願者」という。）は、請

願の件名、趣旨、提出年月日、請願を行う者の住所および氏名を記載し、

押印した文書を提出しなければならない。 
２ 請願者が法人である場合は、その名称および所在地を記載し、法人およ

びその代表者の印章を押印しなければならない。 



３ 教育長は、請願書が提出されたときは、これを受理し、会議に諮ってそ

の可否を決しなければならない。 
４ 教育長は、必要があると認めるときは、請願をした者に対し、会議への

出席を求め、直接その趣旨を述べさせることができる。 
（その他） 

第１８条 この規則に定めるもののほか、会議及び議事運営に関し必要な事

項は、教育長が会議に諮って定める。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市教育委員会会議規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号                    ）           

               に定め    るもののほか、

高島市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）の会議（以下「会議」という。）

の議事  運営に関し  必要な事項について

定める          。 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及

び運営に関する法律（昭和３１年法律第１

６２号。以下「法」という。）第１６条の

規定に基づき、他に定めがあるもののほか、

高島市教育委員会（以下「    委員会」と

いう。）の会議その他委員会            

の議事の運営に関し、必要な事項を      

定めるものとする。 

（議事日程の作成） 

第２条 教育長は、会議の日時、会議に付す

べき事件およびその順序を記載した議事日

程を定め、あらかじめ委員に通知しなけれ

ばならない。 

 

（議事日程の変更） 

第３条 教育長が必要であると認めたとき、

または委員から動議が提出されたときは、

教育長は、討論を用いないで会議に諮って、

議事日程の順序を変更し、または他の事件

を追加することができる。 

 

（延会） 

第４条 議事日程に記載した事件について議

事が終わらない場合でも、教育長が必要で

あると認めたとき、または委員から動議が

提出されたときは、教育長は、討論を用い

ないで会議に諮って延会することができ

る。 

 

（定例会および臨時会） （会議の種類        ） 

第５条 会議                            

    は、定例会および臨時会とする。 

第２条 委員会の会議（以下「会議」という。）

は、定例会および臨時会とする。 

２ 定例会は、毎月１回開催               

     する。ただし、都合により教育長がこ

れを変更し中止することができる。 

２ 定例会は、毎月１回、定期的に招集する

会議とする。                           

                                  

３ 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、 ３ 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、



または法第１４条第２項の規定に基づき  

    会議の招集の請求があったときは、こ

れを招集する          。 

または法第１４条第２項に定めるところに

より会議の招集      があったときに    

    招集する会議とする。 

 ４ 定例会および臨時会の会期は、１日とす

る。ただし、委員会は、議決によりこれを

延長することができる。 

（会議の招集  ） （会議の招集等） 

第６条 委員は、招集の当日、指定の時刻ま

でに指定の場所に参集しなければならない

                                      

                。 

第３条 教育長は、会議を招集しようとする

ときは、会議の日時、場所および会議に付

すべき事件を、あらかじめ委員に通知しな

ければならない。 

２ 委員は、招集に応ずることができないと

きは、あらかじめ教育長に届け出なければ

ならない                              

                。 

２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、会

議の招集後において必要と認めたときは、

会議において議案を変更し、または追加す

ることができる。 

 第４条 委員は、会議の招集の当日、指定の

時刻までに指定の場所に参集しなければな

らない。 

２ 委員は、定刻までに参集できないとき、

または招集に応じることができないとき

は、あらかじめ教育長に届け出なければな

らない。 

（会議の時間  ） （開会等の宣告） 

第７条 定例会および臨時会の会議時間は、

教育長が会議に諮って定める。 

第５条 会議の開会、休憩および閉会は、教

育長がこれを宣告する      。 

（会議の順序） （会議の順序） 

第８条 会議は、おおむね、次の順序で行う。 第６条 会議は、おおむね  次の順序で行う。 

⑴ 開会 ⑴ 開会 

⑵ 前回  会議録の承認 ⑵ 前回の会議録の承認 

⑶ 会議録の署名委員の指名 ⑶ 会議録の署名委員の指名 

⑷ 教育長の報告  

⑸ 議事 ⑷ 議事 

 ⑸ 報告 

⑹ その他 ⑹ その他 

⑺ 閉会 ⑺ 閉会 

２ 開会および閉会は、教育長が行う。  



 （職員の出席） 

第７条 教育長は、必要に応じて職員を会議

に出席させることができる。 

（動議      ） （動議の提出） 

第９条 委員は、動議を提出することができ

る。 

第８条 委員は、動議を提出することができ

る。 

２ 動議が提出されたときは、教育長は、   

                     会議に諮って、これ

を議題としなければならない。 

２                         教育長は、動

議が提出されたときは、会議に諮って  こ

れを議題としなければならない。 

（発言） （発言） 

第１０条 動議を提出し、または討論しよう

とする者は、教育長の許可を得て発言しな

ければならない。 

第９条 動議を提出し、または討論しようと

する者は、教育長の許可を得て発言しなけ

ればならない。 

２ ２人以上の者が発言を求めたときは、教

育長は、                               

     先に発言したと認めた者を指名して

発言させるものとする。 

２                                   教

育長は、２人以上の委員が発言を求めたと

きは、先に発言したと認めた者を指名して

発言させるものとする。 

３ 教育長は、発言が議題外にわたるか、ま

たは不必要と認めたときは、発言者に注意

し、またはこれを制止することができる。 

 

 （発言の制限） 

第１０条 委員は、１議題の審議中は、他の

議題について発言することができないもの

とする。 

 （関係者の出席） 

第１１条 教育長は、必要があると認めると

きは、関係者を会議に出席させ、説明また

は意見を求めることができる。 

（請願または陳情） 

第１１条 教育委員会に対して請願または陳

情しようとする者は、高島市教育委員会請

願等処理規程（平成１７年教育委員会訓令

第１号）の定めるところによる。 

 

（採決） （採決） 

第１２条 教育長は、出席者（教育長および

委員に限る。以下同じ。）の論旨が尽きた

第１２条 教育長は、                     

                         論旨が尽きた



と認めたときは、会議に諮って採決しなけ

ればならない。 

と認めたときは、会議に諮って採決しなけ

ればならない。 

 （採決の方法） 

第１３条 教育長は、各委員の賛否の意見を

求めて採決する。 

第１３条 教育長は、  委員の賛否の意見を

求めて採決する。 

２ 教育長は                        、必

要があると認めたときは、会議に諮って、

記名または無記名の投票によって採決する

ことができる。 

２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、必

要があると認めたときは、会議に諮って  

記名または無記名の投票によって採決する

ことができる。 

 （採決の順序） 

第１４条 修正の動議は、原案に先立って可

否を決する。 

第１４条 修正の動議は、原案に先立って採

決する    。 

２ 修正の動議が複数あるときは          

        、原案に最も遠いものから順次採

決する。 

２ 同一の議題について修正の動議が複数あ

るときは、原案に最も遠いものから順次採

決する。 

３ すべての修正の動議が否決されたとき

は、原案について採決する。 

 

（会議の公開等                      ） （会議を非公開とすることができる事件） 

第１５条 会議は、公開とする             

                                      

                               。ただ

し、次に掲げる事項について、教育長また

は委員の発議により、出席者の３分の２以

上の多数で議決したときは、これを公開し

ないことができる。 

第１５条 法第１４条第７項ただし書に定め

るところにより会議を公開しないことがで

きる事件は、次に掲げるものとする。     

                                      

                                      

                                      

                  

⑴ 任免、賞罰等職員の身分取扱いその他

の人事に関すること。 

⑴ 人事に関する事件                  

                   

 ⑵ 訴訟および審査請求に関する事件 

⑵ 訴訟および不服申立てに関すること。 ⑶ 個人の権利利益が害される恐れのある

事件 

⑶ 市長の作成する議会の議案に対しての

意見の申出およびその他の関係機関と協

議等を必要とする事項に関すること。 

⑷ 教育に関する事務について定める議会

の議決を経るべき事件の議案に対する意

見の申出に関する事件             

⑷ 個人の権利利益を害するおそれがある

事項に関すること。 

 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、会議を公 ⑸ 前各号に掲げるもののほか、会議を公



開することにより教育行政の公正または

円滑な運営に支障が生ずるおそれがある

事項に関すること。 

開することにより教育行政の公正または

円滑な運営に支障を来す  おそれがある

事件             

（会議録） （会議録） 

第１６条 会議の次第は、会議録に記載しな

ければならない。 

第１６条 会議の次第は、会議録に記載しな

ければならない。 

 ２ 会議録には、次に掲げる事項を記載する

ものとする。 

⑴ 開会および閉会に関する事項 

⑵ 教育長および出席委員の氏名 

⑶ 教育長および委員を除くほか、会議に

出席した者の氏名 

⑷ 議題および議事の要旨 

⑸ 議題となった発議および発議者の氏名 

⑹ 質問または討論した者の氏名およびそ

の要旨 

⑺ 議決事項 

⑻ 報告およびこれに関する質疑の要旨 

⑼ その他教育長または会議において必要

と認めた事項 

 ３ 委員は、会議録に記載した事項に関して

異議があるときは、教育長にその旨を述べ

るものとし、教育長は、この採否を会議に

諮って決定するものとする。 

（会議録の作成、承認および署名） 

第１７条 会議録は、書記（事務局職員のう

ちから教育長が指名した者をいう。）にこ

れを作成させる。 

２ 会議録は、次の会議において会議の承認

を経て、教育長ならびに教育長があらかじ

め指定した委員２名および会議録書記がこ

れに署名しなければならない。 

３ 前項の規定による承認を受けたときは、

当該会議録を公表するものとする。ただし、

第１５条各号の規定により公表しないとし

た事件にかかる部分についてはこの限りで

ない。 

 



（記載事項） 

第１８条 会議録には、次の事項を記載する

ものとする。 

⑴ 開会および閉会に関する事項 

⑵ 出席者の氏名 

⑶ 教育長および委員ならびに傍聴人を除

くほか、説明に出席した者の氏名 

⑷ 教育長の報告の大要 

⑸ 議題および議事の大要 

⑹ 議題となった動議を提出した者の氏名 

⑺ 請願または陳情に関する事項 

⑻ 質問または討議をした者の氏名および

要旨 

⑼ 議決事項 

⑽ その他教育長または会議において必要

と認めた事項 

 

第１９条 会議録に記載した事項に関して、

委員中に異議があるときは、教育長はこれ

を会議に諮って決定する。 

 

 （請願） 

第１７条 委員会に請願をしようとする者

（以下「請願者」という。）は、請願の件

名、趣旨、提出年月日、請願を行う者の住

所および氏名を記載し、押印した文書を提

出しなければならない。 

２ 請願者が法人である場合は、その名称お

よび所在地を記載し、法人およびその代表

者の印章を押印しなければならない。 

３ 教育長は、請願書が提出されたときは、

これを受理し、会議に諮ってその可否を決

しなければならない。 

４ 教育長は、必要があると認めるときは、

請願をした者に対し、会議への出席を求め、

直接その趣旨を述べさせることができる。 

（その他） （その他） 

第２０条 この規則に定めるもののほか、会

議の        運営に関し必要な事項は、こ

第１８条 この規則に定めるもののほか、会

議および議事運営に関し必要な事項は、教



れを  会議に諮って決定する。 育長が会議に諮って定める  。 

 



議第１７号 

 高島市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会傍聴規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育委員会傍聴規則（平成１７年高島市教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 
第７条を次のように改める。 
（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、会議が非公開とされたとき、または第５条第２項の規定

により退場を命ぜられたときは、直ちに退場しなければならない。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市教育委員会傍聴規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、地方教育行政の組織及び

運営に関する法律（昭和３１年法律第１６

２号）第１３条第６項ただし書きの規定お

よび高島市教育委員会会議規則（平成１７

年１月１日高島市教育委員会規則第２号）

第１５条各号の規定により、公開しないこ

ととした事件が審議されるとき、または前

条第２項の規定により退場を命ぜられたと

きは、直ちに退場しなければならない。 

（傍聴人の退場） 

第７条 傍聴人は、会議が非公開とされたと

き、または第５条第２項の規定により退場

を命ぜられたときは、直ちに退場しなけれ

ばならない。 

 



議第１８号 

 高島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会事務局組織規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育委員会事務局組織規則（平成１８年高島市教育委員会規則第３

号）の一部を次のように改正する。 
第２条の表中 
「 

 市民スポーツ課 
図書館 

                            」を 
「 

 市民スポーツ課 
国民スポーツ大会開催準備室 
図書館 

                            」に改め

る。 
 
第３条第１項第８号中「、請願および陳情」を「および請願」に改め、同

項第１２号を削り、第１３号を第１２号とし、第１４号から第１７号までを

１号ずつ繰り上げる。 
第３条中第９項を第１０項とし、第６項から第８項までを１項ずつ繰り下

げ、第５項の次に次の１項を加える。 
６ 国民スポーツ大会開催準備室の分掌事務は、次のとおりとする。 

⑴ 国民スポーツ大会に関すること。 
⑵ 全国障害者スポーツ大会に関すること。 



付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 
 



高島市教育委員会事務局組織規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（部等の設置） （部等の設置） 

第２条 事務局に次の部、課および室を置く。 第２条 事務局に次の部、課および室を置く。 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

（分掌事務） （分掌事務） 

第３条 教育総務課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

第３条 教育総務課の分掌事務は、次のとお

りとする。 

⑴～⑺ （略） ⑴～⑺ （略） 

⑻ 秘書、表彰、請願および陳情に関する

こと。 

⑻ 秘書、表彰および請願      に関する

こと。 

⑼～⑾ （略） ⑼～⑾ （略） 

⑿ 文書の収受および発送に関すること。  

⒀ （略） ⑿ （略） 

⒁ （略） ⒀ （略） 

⒂ （略） ⒁ （略） 

⒃ （略） ⒂ （略） 

⒄ （略） ⒃ （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

 ６ 国民スポーツ大会開催準備室の分掌事務

は、次のとおりとする。 

⑴ 国民スポーツ大会に関すること。 

⑵ 全国障害者スポーツ大会に関するこ

と。 

６ （略） ７ （略） 

７ （略） ８ （略） 

８ （略） ９ （略） 

９ （略） １０ （略） 



【別記1】 

 

現   行 

部 課、室等 

教育総務部 教育総務課 

社会教育課 

地域教育連携室 

文化財課 

市民スポーツ課 

図書館 

高島市民会館（文化ホール） 

教育指導部 学校教育課 

学事施設課 

教育相談・課題対応室 

教育研究所 

学校給食課 

学校給食センター（学校給食共同調理場） 

 

改  正  案 

部 課、室等 

教育総務部 教育総務課 

社会教育課 

地域教育連携室 

文化財課 

市民スポーツ課 

国民スポーツ大会開催準備室 

図書館 

高島市民会館（文化ホール） 

教育指導部 学校教育課 

学事施設課 

教育相談・課題対応室 

教育研究所 

学校給食課 

学校給食センター（学校給食共同調理場） 



 



議第１９号 

高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則の一部を改正する規 
則 

 
高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則（平成１７年高島市教育

委員会規則第６号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項第２号中「規定」を「規程」に改め、同項第７号中「懲戒お

よび」を「懲戒ならびに」に、「または」を「および」に、「進退について」

を「進退の」に改める。 
第２条第１項中第９号を削り、第１０号を第９号とし、第１１号から第１

３号までを１号ずつ繰り上げる。 
第２条第１項中第１４号を削り、第１５号中「、陳情」を削り、同号を第

１３号とする。 
 第２条第１項中第１６号を削り、第１７号を第１４号とし、第１８号を第

１５号とする。 
 第２条第２項中「代理することができる。」の次に「この場合において、教

育長は、次の教育委員会の会議において報告し、その承認を受けなければな

らない。」を加える。 
 第２条第３項を削る。 

付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

 



高島市教育委員会の教育長に対する事務委任規則 

新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（委任） （委任） 

第２条 教育委員会は、次の各号に掲げる事

項を除き、その権限に属する事務を教育長

に委任するものとする。 

第２条 教育委員会は、次の各号に掲げる事

項を除き、その権限に属する事務を教育長

に委任するものとする。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 教育委員会規則その他教育委員会の定

める規定の制定または改廃に関するこ

と。 

⑵ 教育委員会規則その他教育委員会の定

める規程の制定または改廃に関するこ

と。 

⑶～⑹ （略） ⑶～⑹ （略） 

⑺ 県費負担教職員の懲戒および  県費負

担教職員である校長または教頭の任免そ

の他の進退について内申に関すること。 

⑺ 県費負担教職員の懲戒ならびに県費負

担教職員である校長および教頭の任免そ

の他の進退の      内申に関すること。 

⑻ （略） ⑻ （略） 

⑼ 学校、公民館等教育施設の敷地の選定

を行うこと。 

 

⑽ （略） ⑼ （略） 

⑾ （略） ⑽ （略） 

⑿ （略） ⑾ （略） 

⒀ （略） ⑿ （略） 

⒁ 文化財の指定および解除に関するこ

と。 

 

⒂ 請願、陳情、訴訟および審査請求に関

すること。 

⒀ 請願      、訴訟および審査請求に関

すること。 

⒃ 教育にかかる表彰に関すること。  

⒄ （略） ⒁ （略） 

⒅ （略） ⒂ （略） 

２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、緊

急その他やむを得ない事情があるときは、

その事務を臨時に代理することができる。 

                                      

                                      

２ 教育長は、前項の規定にかかわらず、緊

急その他やむを得ない事情があるときは、

その事務を臨時に代理することができる。

この場合において、教育長は、次の教育委

員会の会議において報告し、その承認を受



                    けなければならない。 

３ 教育長は、第１項の規定により委任され

た事務または前項の規定により臨時に代理

した事務の管理および執行の状況を教育委

員会に報告しなければならない。 

 

 



議第２０号 

 高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会公印規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育委員会公印規則（平成２６年高島市教育委員会規則第１号）の

一部を次のように改正する。 
別表第１高島市立教育研究所長印の項保管者の欄中「教育研究所長」を「教

育総務課長」に改める。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市教育委員会公印規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

別表第１（第３条関係） 別表第１（第３条関係） 

【別記1 参照】 【別記1 参照】 

 

【別記1】 

現   行 

名称 ひな形番号 公印番号 書体 寸法（mm） 個数 用途 保管者 

滋賀県高島市教育

委員会印 

１ １ 隷書 方２１ １ 一般事務用 教育総務課長 

滋賀県高島市教育

委員会印 

２ 隷書 方３０ １ 賞状用 教育総務課長 

朽木資料館長印 ２６ ２８ 隷書 方１８ １ 一般事務用 朽木資料館長 

高島市立教育研究

所長印 

２７ ２９ 隷書 方１８ １ 一般事務用 教育研究所長 

削除 ２８       

滋賀県高島市立な

のはな幼稚園印 

７０ ９１ 隷書 方３０ １ 一般事務用 なのはな幼稚園長 

 

改  正  案 

名称 ひな形番号 公印番号 書体 寸法（mm） 個数 用途 保管者 

滋賀県高島市教育

委員会印 

１ １ 隷書 方２１ １ 一般事務用 教育総務課長 

滋賀県高島市教育

委員会印 

２ 隷書 方３０ １ 賞状用 教育総務課長 

朽木資料館長印 ２６ ２８ 隷書 方１８ １ 一般事務用 朽木資料館長 

高島市立教育研究

所長印 

２７ ２９ 隷書 方１８ １ 一般事務用 教育総務課長 

削除 ２８       

滋賀県高島市立な

のはな幼稚園印 

７０ ９１ 隷書 方３０ １ 一般事務用 なのはな幼稚園長 



 



議第２１号 

 高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市立学校学校運営協議会設置規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校学校運営協議会設置規則（平成３０年高島市教育委員会規則

第１号）の一部を次のように改正する。 
第２条第３項中「地方公務員法」の次に「（昭和２５年法律第２６１号）」

を加える。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市立学校学校運営協議会設置規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（委員） （委員） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ （略） ２ （略） 

３ 委員は、地方公務員法                 

           第３条第３項に規定する特別

職の地方公務員とする。 

３ 委員は、地方公務員法（昭和２５年法律

第２６１号）第３条第３項に規定する特別

職の地方公務員とする。 

 



議第２２号 

 高島市教育支援委員会規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育支援委員会規則の一部を改正する規則 
 

高島市教育支援委員会規則（平成２６年高島市教育委員会規則第３号）の

一部を次のように改正する。 
第４条第１項中「各１人」を「１人」に改め、同条第３項中「事故あると

きおよび」を「事故があるとき、または委員長が」に改める。 
第６条中「教育委員会事務局」を「教育指導部」に改める。 
第７条中「別に」を削る。 

付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市教育支援委員会規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（委員長および副委員長） （委員長および副委員長） 

第４条 委員会に委員長および副委員長各１

人を置き、委員の互選によって定める。 

第４条 委員会に委員長および副委員長１人

  を置き、委員の互選によって定める。 

２ （略） ２ （略） 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故あるときおよび            欠けたと

きは、その職務を代理する。 

３ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に

事故があるとき、または委員長が欠けたと

きは、その職務を代理する。 

（庶務） （庶務） 

第６条 委員会の庶務は、教育委員会事務局

学校教育課において処理する。 

第６条 委員会の庶務は、教育指導部      

学校教育課において処理する。 

（その他） （その他） 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員

会の運営に関し必要な事項は、委員長が会

議に諮って別に定める。 

第７条 この規則に定めるもののほか、委員

会の運営に関し必要な事項は、委員長が会

議に諮って    定める。 

 



議第２３号 

 高島市教科用図書選定委員会規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教科用図書選定委員会規則の一部を改正する規則 
 

高島市教科用図書選定委員会規則（平成２６年高島市教育委員会規則第２

号）の一部を次のように改正する。 
第２条第１項第２号中「教育委員会に事務局を置く指導主事」を「高島市

教育委員会事務局教育指導部学校教育課の指導主事」に改める。 
第５条第１項を次のように改める。 
 委員会に、調査研究員を置くことができる。 
第６条第２項中「発行業者等の」を「発行業者等から」に、「に乗じられる

等」を「を受ける等」に改める。 
第７条中「教育委員会事務局」を「教育指導部」に改める。 

付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市教科用図書選定委員会規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（組織） （組織） 

第２条 委員会の委員は、次に掲げる者のう

ちから、教育委員会が委嘱または任命する。 

第２条 委員会の委員は、次に掲げる者のう

ちから、教育委員会が委嘱または任命する。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 教育委員会に事務局を置く指導主事  

                  その他学校教育に専

門的知識を有する職員 ３人以内 

⑵ 高島市教育委員会事務局教育指導部学

校教育課の指導主事その他学校教育に専

門的知識を有する職員 ３人以内 

⑶・⑷ （略） ⑶・⑷ （略） 

２ （略） ２ （略） 

（調査研究員） （調査研究員） 

第５条 委員会には、調査研究員を置き、そ

の所掌事務を分掌させることができる。 

第５条 委員会に、調査研究員を置くことが

できる。 

２ （略） ２ （略） 

（委員等の欠落事項および適正選定の阻害

禁止） 

（委員等の欠落事項および適正選定の阻害

禁止） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 委員および調査研究員は、教科用図書の

発行業者等の  選定勧誘および宣伝行為に

乗じられる等、適正な教科用図書の選定を

阻害すると認められる行為をしてはならな

い。 

２ 委員および調査研究員は、教科用図書の

発行業者等から選定勧誘および宣伝行為を

受ける等    、適正な教科用図書の選定を

阻害すると認められる行為をしてはならな

い。 

（庶務） （庶務） 

第７条 委員会の庶務は、教育委員会事務局

学校教育課において処理する。 

第７条 委員会の庶務は、教育指導部      

学校教育課において処理する。 

 



議第２４号 

 高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則の一部を改正する規則 
 

高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則（平成１７年高島市教育委員

会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 
第１条を次のように改める。 
（趣旨） 

第１条 高島市契約規則（平成１９年高島市規則第２２号）に定めるものの

ほか、高島市学校給食共同調理場（以下「共同調理場」という。）の給食物

資の購入については、この規則の定めるところによる。 
第３条中「予定価格以内」を「予定価格以下」に改める。 

付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市学校給食共同調理場給食物資購入規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（総則） 

第１条 高島市学校給食共同調理場（以下「共

同調理場」という。）の給食物資購入につ

いて、高島市契約規則（平成１９年高島市

規則第２２号）に定めることのほか、この

規則の定めるところによる。 

（趣旨） 

第１条 高島市契約規則（平成１９年高島市

規則第２２号）に定めるもののほか、高島

市学校給食共同調理場（以下「共同調理場」

という。）の給食物資の購入については、

この規則の定めるところによる。 

（落札者の決定） （落札者の決定） 

第３条 予定価格以内の最低価格（「契約物

資内訳書（様式第２号）」による単価をい

う。）で入札したものを落札者とする。た

だし、入札価格が著しく不適当と認めると

き、または物資が不適当と認めるときは、

この限りでない。 

第３条 予定価格以下の最低価格（「契約物

資内訳書（様式第２号）」による単価をい

う。）で入札したものを落札者とする。た

だし、入札価格が著しく不適当と認めると

き、または物資が不適当と認めるときは、

この限りでない。 

 



議第２５号 

 高島市立学校結核対策委員会規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市立学校結核対策委員会規則の一部を改正する規則 
 

高島市立学校結核対策委員会規則（平成２７年高島市教育委員会規則第９

号）の一部を次のように改正する。 
第４条第２項中「委員を」を「対策委員会を」に改める。 
第６条中「高島市教育委員会事務局」を「教育指導部」に改める。 

付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市立学校結核対策委員会規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（委員長および副委員長） （委員長および副委員長） 

第４条 （略） 第４条 （略） 

２ 委員長は、委員を      代表し、会務を

総括する。 

２ 委員長は、対策委員会を代表し、会務を

総括する。 

３ （略） ３ （略） 

（庶務） （庶務） 

第６条 対策委員会の庶務は、高島市教育委

員会事務局学事施設課において処理する。 

第６条 対策委員会の庶務は、教育指導部   

         学事施設課において処理する。 

 



議第２６号 

 高島市社会教育指導員設置等に関する規則の一部を改正する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市社会教育指導員設置等に関する規則の一部を改正する規則 
 

高島市社会教育指導員設置等に関する規則（平成１７年高島市教育委員会

規則第２３号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「委嘱」を「任用」に改める。 
第５条中「、１年とする。ただし、再任を妨げない。」を「、高島市会計年

度任用職員の任用等に関する規則（令和元年高島市規則第６号）第４条第１

項の規定による。」に改める。 
第７条中「高島市特別職の職員で非常勤のものの報酬および費用弁償等に

関する条例（平成１７年高島市条例第３９号）」を「高島市会計年度任用職員

の報酬、期末手当および費用弁償等に関する条例（令和元年高島市条例第１

４号）」に改める。 
付 則 
この規則は、令和２年４月１日から施行する。 



高島市社会教育指導員設置等に関する規則 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（職務） （職務） 

第２条 指導員は、教育委員会の委嘱を受け

て、社会教育主事を助け、社会教育の振興

を図るために必要な指導学習相談または社

会教育団体の育成等に従事する。 

第２条 指導員は、教育委員会の任用を受け

て、社会教育主事を助け、社会教育の振興

を図るために必要な指導学習相談または社

会教育団体の育成等に従事する。 

（任期） （任期） 

第５条 指導員の任期は、１年とする       

                                      

                                      

 。ただし、再任は妨げない。 

第５条 指導員の任期は、高島市会計年度任

用職員の任用等に関する規則（令和元年高

島市規則第６号）第４条第１項の規定によ

る。                         

（報酬の額等） （報酬の額等） 

第７条 指導員の報酬の額および支給方法等

は、高島市特別職の職員で非常勤のものの

報酬および費用弁償等に関する条例（平成

１７年高島市条例第３９号）の定めるとこ

ろによる。 

第７条 指導員の報酬の額および支給方法等

は、高島市会計年度任用職員の報酬、期末

手当および費用弁償等に関する条例（令和

元年高島市条例第１４号）  の定めるとこ

ろによる。 

 



議第２７号 

 高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則の一部を改正する規 
則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則の一部を改正す 

る規則 
 

高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則（平成１８年高島市

教育委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 
第６条第２項中「条例第６条」を「条例第６条第４項」に、「第２条」を「第

４条」に改める。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市新旭水鳥観察センターの管理運営に関する規則 

新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第６条 （略） 第６条 （略） 

２ 条例第６条      の規定により、使用料

の減免を受けようとする者は、第２条に規

定する使用承認申請と同時に使用料減免申

請書を市長に提出しなければならない。 

２ 条例第６条第４項の規定により、使用料

の減免を受けようとする者は、第４条に規

定する使用承認申請と同時に使用料減免申

請書を市長に提出しなければならない。 

 



議第２８号 

 高島市高島しゃくなげ運動公園の管理運営に関する規則を廃止する規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市高島しゃくなげ運動公園の管理運営に関する規則を廃止する規 
   則 
 

高島市高島しゃくなげ運動公園の管理運営に関する規則（平成１７年高島

市教育委員会規則第４４号）は、廃止する。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



議第２９号 

 高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則の一部を改正する 
規則案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則の一部を改正 

する規則 
 

高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則（平成１８年高島

市教育委員会規則第２１号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「条例第１１条」を「条例第１０条」に改め、「において同じ。」

の次に「）」を加える。 
第７条中「条例第８条」を「条例第７条」に改める。 
第９条中「条例第１０条」を「条例第９条」に改める。 
第１０条中「条例第１２条」を「条例第１１条」に改める。 
第１１条、第１２条および第１３条中「条例第１３条」を「条例第１２条」

に改める。 
付 則 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 
 



高島市安曇川多目的グラウンドの管理運営に関する規則 

新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（入場の制限） （入場の制限） 

第２条 高島市教育委員会（以下「教育委員

会」という。（条例第１１条第１項に規定

する指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）にグラウンドの管理に関する業務を

行わせる場合にあっては、指定管理者。以

下この条から第５条まで、第７条および第

８条において同じ。 ）は、次の各号のい

ずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、

または退場を命ずることができる。 

第２条 高島市教育委員会（以下「教育委員

会」という。（条例第１０条第１項に規定

する指定管理者（以下「指定管理者」とい

う。）にグラウンドの管理に関する業務を

行わせる場合にあっては、指定管理者。以

下この条から第５条まで、第７条および第

８条において同じ。））は、次の各号のい

ずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、

または退場を命ずることができる。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（施設の変更等の承認の手続） （施設の変更等の承認の手続） 

第７条 条例第８条ただし書の規定による承

認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請

書を教育委員会に提出することにより行わ

なければならない。 

第７条 条例第７条ただし書の規定による承

認の申請は、あらかじめ、施設変更等申請

書を教育委員会に提出することにより行わ

なければならない。 

（損壊等の届出） （損壊等の届出） 

第９条 条例第１０条第１項の届出は、施設

損壊等届出書を市長に提出することにより

行わなければならない。 

第９条 条例第９条  第１項の届出は、施設

損壊等届出書を市長に提出することにより

行わなければならない。 

（開場時間等の変更の承認の手続） （開場時間等の変更の承認の手続） 

第１０条 条例第１２条の規定による承認の

申請は、あらかじめ、開場時間等変更承認

申請書を教育委員会に提出することにより

行わなければならない。 

第１０条 条例第１１条の規定による承認の

申請は、あらかじめ、開場時間等変更承認

申請書を教育委員会に提出することにより

行わなければならない。 

（利用料金の承認の手続等） （利用料金の承認の手続等） 

第１１条 条例第１３条第３項前段の規定に

よる承認の申請は、あらかじめ、利用料金

承認申請書を市長に提出することにより行

わなければならない。 

第１１条 条例第１２条第３項前段の規定に

よる承認の申請は、あらかじめ、利用料金

承認申請書を市長に提出することにより行

わなければならない。 

２ 指定管理者は、条例第１３条第３項前段

の規定による承認を受けたときは、当該承

２ 指定管理者は、条例第１２条第３項前段

の規定による承認を受けたときは、当該承



認に係る利用料金の額を周知させなければ

ならない。 

認に係る利用料金の額を周知させなければ

ならない。 

３ 前２項の規定は、条例第１３条第３項後

段の規定による承認の申請について準用す

る。この場合において、第１項中「利用料

金承認申請書」とあるのは、「利用料金変

更承認申請書」と読み替えるものとする。 

３ 前２項の規定は、条例第１２条第３項後

段の規定による承認の申請について準用す

る。この場合において、第１項中「利用料

金承認申請書」とあるのは、「利用料金変

更承認申請書」と読み替えるものとする。 

（利用料金の還付の承認の手続） （利用料金の還付の承認の手続） 

第１２条 条例第１３条第５項ただし書の規

定による承認の申請は、あらかじめ、利用

料金還付承認申請書を市長に提出すること

により行わなければならない。 

第１２条 条例第１２条第５項ただし書の規

定による承認の申請は、あらかじめ、利用

料金還付承認申請書を市長に提出すること

により行わなければならない。 

（利用料金の減免の承認の手続） （利用料金の減免の承認の手続） 

第１３条 条例第１３条第６項の規定による

承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免

承認申請書を市長に提出することにより行

わなければならない。 

第１３条 条例第１２条第６項の規定による

承認の申請は、あらかじめ、利用料金減免

承認申請書を市長に提出することにより行

わなければならない。 

 



議第３０号 

 高島市教育委員会請願等処理規程を廃止する訓令案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会請願等処理規程を廃止する訓令 
 

高島市教育委員会請願等処理規程（平成１７年高島市教育委員会訓令第１

号）は、廃止する。 
付 則 

この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
 



議第３１号 

 高島市教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会事務局職員服務規程の一部を改正する訓令 
 

高島市教育委員会事務局職員服務規程（平成１７年高島市教育委員会訓令

第４号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「第１１号および第１２号」を「第９号」に、「ならびに」を「お

よび」に改める。 
   付 則 
 この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 



高島市教育委員会事務局職員服務規程 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（定義） （定義） 

第２条 前条の「職員」とは、高島市職員定

数条例（平成１７年高島市条例第２３号）

第２条第１項第１１号および第１２号に定

める職員ならびに地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員をい

う。 

第２条 前条の「職員」とは、高島市職員定

数条例（平成１７年高島市条例第２３号）

第２条第１項第９号                に定

める職員および  地方公務員法（昭和２５

年法律第２６１号）第２８条の５第１項に

規定する短時間勤務の職を占める職員をい

う。 

 



議第３２号 

 高島市高島歴史民俗資料館に勤務する職員の服務規程を廃止する訓令案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市高島歴史民俗資料館に勤務する職員の服務規程を廃止する訓令 
 

高島市高島歴史民俗資料館に勤務する職員の服務規程（平成１７年高島市

教育委員会訓令第１２号）は、廃止する。 
付 則 
この訓令は、令和２年４月１日から施行する。 
 



議第３３号 

 高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱の一部を改正する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱の一部を改正する告示 
 

高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱（平成２７年高島市教育委員

会告示第１０号）の一部を次のように改正する。 
第２条を次のように改める。 
（所掌事務） 

第２条 委員は、教育に関する施策および事業の執行状況を総括し、教育委

員会が行う事務の点検および評価について意見を述べるものとする。 
第４条を次のように改める。 
（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から当該委嘱にかかる事務の点検および評

価の完了の日までとする。 



高島市教育委員会事務点検評価委員設置要綱 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（所掌事務） 

第２条 委員の所掌事務は、次に掲げるとお

りとする。 

（１） 教育委員会が行う事務の点検およ

び評価について意見を述べること。 

（２） その他事務の点検および評価に関

すること。 

（所掌事務） 

第２条 委員は、教育に関する施策および事

業の執行状況を総括し、教育委員会が行う

事務の点検および評価について意見を述べ

るものとする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は１年とする。ただし、

再任は妨げない。 

２ 委員が任期中に欠けた場合における補欠

の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱の日から当該委

嘱にかかる事務の点検および評価の完了の

日までとする。 

 



議第３４号 

 高島市立学校跡地利用検討委員会設置要綱を廃止する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市立学校跡地利用検討委員会設置要綱を廃止する告示 
 

高島市立学校跡地利用検討委員会設置要綱（平成２６年高島市教育委員会

告示第３１号）は、廃止する。 
 



議第３５号 

 高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱の一部を改正する告示 
 案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱の一部を改正する

告示 
 

高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱（平成２８年高島市教

育委員会告示第７号）の一部を次のように改正する。 
第１条を次のように改める。 
（設置） 

第１条 学校教育法施行規則（昭和２２年文部省令第１１号）第１４０条お

よび第１４１条の規定に基づき、言語障害、発達障害等のある児童生徒（以

下「対象児童生徒」という。）に対して、障害の状態改善に資する特別の教

育課程による教育を行うため、高島市通級指導教室（以下「通級指導教室」

という。）を設置する。 
第５条中「、第１条の目的を達するため」を削り、「および通常の」を「、

通常の」に改める。 
第６条を次のように改める。 
（職員および職務） 

第６条 通級指導教室に担当職員を置き、今津東小学校、新旭南小学校、安

曇小学校および高島中学校に勤務する教諭の中から、それぞれの校長が指

名する。 
２ 担当職員は、上司の命を受け、対象児童生徒の指導その他の事務を処理

する。 
 第７条第２項中「通級許可通知書（様式第３号）を」を「通級許可通知書

（様式第３号）により」に改める。 
 第９条中「通級指導を」を「通級による指導を」に、「終了通知書（様式第



４号）を」を「終了通知書（様式第４号）により」に改める。 
 第１１条の見出し中「委任」を「その他」に改め、同条中「要綱」を「告

示」に改め、「必要な事項」の前に「通級指導教室の運営に関し」を加える。 
 



高島市通級指導教室の設置および運営に関する要綱 

新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（目的） 

第１条 この告示は、学校教育法施行規則（昭

和２２年文部省令第１１号）第１４０条お

よび第１４１条の規定に基づき、言語障害

または発達障害等のある児童生徒（以下「対

象児童生徒」という。）に対して、障害の

状態を改善するために特別の教育課程によ

る教育を行う高島市通級指導教室（以下「通

級指導教室」という。）を設置し、通級に

よる指導（以下「通級指導」という。）の

運営に関して必要な事項を定めるものとす

る。 

（設置） 

第１条 学校教育法施行規則（昭和２２年文

部省令第１１号）第１４０条および第１４

１条の規定に基づき、言語障害、発達障害

等のある児童生徒（以下「対象児童生徒」

という。）に対して、障害の状態改善に資

する特別の教育課程による教育を行うた

め、高島市通級指導教室（以下「通級指導

教室」という。）を設置する。 

（事業） （事業） 

第５条 通級指導教室は、第１条の目的を達

するため、次に掲げる事業を行う。 

第５条 通級指導教室は                  

        、次に掲げる事業を行う。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 特別支援学級担任および通常の学

級の担任等を対象とする言語療育指導お

よび発達障害等に関する研修事業 

（２） 特別支援学級担任、通常の    学

級の担任等を対象とする言語療育指導お

よび発達障害等に関する研修事業 

（職員および職務） 

第６条 指導教室に担当職員を置き、担当職

員は、上司の命を受け所掌事務を処理する。 

 

 

２ 担当職員は、今津東小学校、新旭南小学

校、安曇小学校および高島中学校に勤務す

る教諭からそれぞれの校長が指名する者と

する。 

（職員および職務） 

第６条 通級指導教室に担当職員を置き、今

津東小学校、新旭南小学校、安曇小学校お

よび高島中学校に勤務する教諭の中から、

それぞれの校長が指名する。 

２ 担当職員は、上司の命を受け、対象児童

生徒の指導その他の事務を処理する。 

（通級の申請および承認） （通級の申請および承認） 

第７条 （略） 第７条 （略） 

２ 教育長は、通級を必要と認めた場合は、

申請者に通級許可通知書（様式第３号）を 

２ 教育長は、通級を必要と認めた場合は、

申請者に通級許可通知書（様式第３号）に



   通知するものとする。 より通知するものとする。 

（通級指導の終了） （通級指導の終了） 

第９条 通級指導教室設置校の校長は、通級

指導を      受けている対象児童生徒の指

導を終了してもよいと判断するときは、教

育長に対し、通級指導教室終了通知書の交

付を申請するものとする。 

第９条 通級指導教室設置校の校長は、通級

による指導を受けている対象児童生徒の指

導を終了してもよいと判断するときは、教

育長に対し、通級指導教室終了通知書の交

付を申請するものとする。 

２ 前項に規定する申請を受けた教育長は、

対象児童生徒が通級指導を      終了して

もよいと認めるとき、対象児童生徒の保護

者に対し、終了通知書（様式第４号）を   

 通知するものとする。 

２ 前項に規定する申請を受けた教育長は、

対象児童生徒が通級による指導を終了して

もよいと認めるとき、対象児童生徒の保護

者に対し、終了通知書（様式第４号）によ

り通知するものとする。 

（委任  ） （その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、   

                     必要な事項は、別に

定める。 

第１１条 この告示に定めるもののほか、通

級指導教室の運営に関し必要な事項は、別

に定める。 

 



議第３６号 

 高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の一部を改正する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱の一部を改正する告示 
 

高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱（平成２２年高島市教育委員会

告示第２０号）の一部を次のように改正する。 
第１条の見出し中「目的」を「設置」に改める。 
第２条第４号中「、目的達成するために」を「子ども読書活動の推進に」

に改める。 
第４条中「翌年度末」を「その日の属する年度の翌年度の末日」に改める。 
第８条中「高島市教育委員会事務局」を「教育総務部」に改める。 
 



高島市子ども読書活動推進協議会設置要綱 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（目的） （設置） 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（所掌事項） （所掌事項） 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について

協議する。 

第２条 協議会は、次に掲げる事項について

協議する。 

⑴～⑶ （略） ⑴～⑶ （略） 

⑷ その他、目的達成するために  必要な

こと。 

⑷ その他子ども読書活動の推進に必要な

こと。 

（任期） （任期） 

第４条 委員の任期は、委嘱された日から翌

年度末                        までと

し、再任を妨げない。 

第４条 委員の任期は、委嘱された日からそ

の日の属する年度の翌年度の末日までと

し、再任を妨げない。 

（庶務） （庶務） 

第８条 協議会の庶務は、高島市教育委員会

事務局社会教育課において処理する。 

第８条 協議会の庶務は、教育総務部       

     社会教育課において処理する。 

 



議第３７号 

 近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ貸出要

綱の一部を改正する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ貸

出要綱の一部を改正する告示 
 

近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ貸出要

綱（平成２７年高島市教育委員会告示第６号）の一部を次のように改正する。 
第２条中「高島市教育委員会事務局」を「教育総務部」に改める。 
第８条第２号中「通り」を「どおり」に改める。 
第１３条中「要綱」を「告示」に改め、「ものとする」を削る。 
 
 



近江聖人中江藤樹マスコットキャラクター「よえもん君」着ぐるみ

貸出要綱 新旧対照表 

現   行 改  正  案 

（貸出しの申請） （貸出しの申請） 

第２条 着ぐるみの貸出しを希望する者は、

使用する日の３か月前から７日前までに着

ぐるみ「よえもん君」貸出申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて、高島市

教育委員会事務局社会教育課長（以下「管

理者」という。）に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、管理者が特

別の理由があると認めるときは、この限り

ではない。 

第２条 着ぐるみの貸出しを希望する者は、

使用する日の３か月前から７日前までに着

ぐるみ「よえもん君」貸出申請書（様式第

１号）に次に掲げる書類を添えて、教育総

務部            社会教育課長（以下「管

理者」という。）に提出し、その承認を受

けなければならない。ただし、管理者が特

別の理由があると認めるときは、この限り

ではない。 

⑴・⑵ （略） ⑴・⑵ （略） 

（使用上の遵守事項） （使用上の遵守事項） 

第８条 使用者は、次の各号に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

第８条 使用者は、次の各号に掲げる事項を

遵守しなければならない。 

⑴ （略） ⑴ （略） 

⑵ 申請書の記載通り  に使用すること。 ⑵ 申請書の記載どおりに使用すること。 

⑶～⑽ （略） ⑶～⑽ （略） 

（その他） （その他） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、必

要な事項は、管理者が別に定めるものとす

る。 

第１３条 この告示に定めるもののほか、必

要な事項は、管理者が別に定める         

 。 

 



議第３８号 

 朽木池の沢庭園整備基本計画検討委員会設置要綱を廃止する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   朽木池の沢庭園整備基本計画検討委員会設置要綱を廃止する告示 
 

朽木池の沢庭園整備基本計画検討委員会設置要綱（平成２６年高島市教育

委員会告示第２３号）は、廃止する。 
 



議第３９号 

 清水山城館跡保存活用計画策定委員会設置要綱を廃止する告示案 

上記の議案を提出する。 

  令和２年３月３１日 

高島市教育委員会 

教育長 上 原 重 治   

                                   

 
   清水山城館跡保存活用計画策定委員会設置要綱を廃止する告示 
 

清水山城館跡保存活用計画策定委員会設置要綱（平成２８年高島市教育委

員会告示第１２号）は、廃止する。 


